
市民団体や地域コミュニティなど、多様な主体が持つ活力を活かした市民
協働のまちづくりの推進を図る目的から、市民団体等が自主的に実施する
公益的な地域活性化活動に伴う事業費の一部を補助します。 

市民活動を行う市民を主な構成員とし、市内に活動拠点がある団体（グループ） 

例：市内の自治会、市民活動団体、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人等 

※営利活動及び政治活動又は宗教活動を目的としないものとします。 

令和６年 ６月１日(土)～８月３１日(土) まで 

・地域で行う新たなイベント等に関するもの 
・地域の魅力発掘、生涯学習等に関するもの 
・人口減少対策、交流人口増加に関するもの 
・市のイメージアップに繋がるもの 
・その他、協働のまちづくりを目的とした魅力あるまち 

づくり又はまちの活性化に資すると認められるもの 

応募の際は「申請の手引き」に従って申請書類を用意してください。 

申請の手引きは市民協働課及びホームぺージで配布しています。 

※申請年度の翌年度事業実施(補助金交付)となります。 

ソフト事業 上限     ５０万円（補助対象経費の２分の１以内） 

ハード事業 上限 ３００万円（補助対象経費の５分の４以内） 

・地域に残る歴史文化の継承に資すると認められるもの 
・景観形成や良好なまちづくりに資すると認められるもの 
・安心安全なまちづくりに資すると認められるもの 
・観光振興に資すると認められるもの 
・人口減少対策、交流人口増加に関するもの 
・その他、協働のまちづくりを目的とした魅力あるまちづくり 

又はまちの活性化に資すると認められるもの 
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補 助 額など 

筑西市 市長公室 市民協働課 （アルテリオ２階 ちくせい市民協働まちづくりサロン内） 

ＴＥＬ ０２９６－２３－１６００  ＦＡＸ ０２９６－２３－１６０２ （月曜休） 

事業について 

対 象 事 業 

補助対象者 

応 募 手 続 

募 集 期 間 

問い合わせ    

 「しもだてバリアフリーマップ作成プロジェクト」 

「川島駅前・レプリカ（人面土器）・建立事業」 

ソ
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ト
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（ホームページはこちら） 

協働のまちづくり支援事業 


